別記第8号様式（第10条関係）

多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金確定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　多古町達第　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

多古町長

　　年　　月　　日付けで実績報告のあった補助対象設備の設置に係る補助金については、下記のとおり確定したので、多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱第10条の規定により通知します。

記

１　交付確定額　　　　　　　　　　　　　円
２　協力の義務

　　補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、町長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、これに協力しなければなりません。
